
介護保険指導室関係   



1．平成20年度以降の指導監督の実施について  

（1）指導指針及び監査指針の理解の徹底について  

介護保険における指導監督については、平成18年4月に施行された改正介護保険  

法において、「指導」と「監査」とが明確に区分された。これを受けて発出した  

「介護保険施設等の指導監督について」（平成18年10月23日付老発第1023001号  

老健局長通知。以卜、「指導監査指針」という。）において、以下のように「指導」と  

「監査」の役割を規定したところである。  

（D 「指導」においては、利川音の自立支援及び埠厳の保持を念頭に匿き、制度管  

理の適iE化とより良いケアの実現にい吊ナて、介護サービス事業者のサービスの質  

の確保・向卜を図ることを盲二眼として実施する。  

「実地指導」は、「介護保険施設等実地指導マニュアル」等を活用し、サ  

ービスの質の向卜を図る観点から、虐待l批l二や身体拘束廃止等にl軸ナた介護  

サービス弓i業者の取組に対して実地での援助的指導を行う。  

「集団指導」は、適正なサービスを提供するための介護サービス事業者  

に対する必要な情報伝達の場であり、制度の周知や理解の促進を図るとと  

もに、報酬．請求に係る過誤や不l巨を防止するため講習等の方法により行う。  

② 「監査」は、利用者からの情報等から介護サービス事業者の指定基準違反や不  

正請求等が疑われるとき、その確認及び行政上の精置が必要であると認める場合  

に、介護保険法第5草の規程に息づき実施する。  

これらの指や監査指針による「指導」と「監査」を適切に析川することにより、  

介護保険制度の適1［三な運営を確保することとしたところであるが、この指導監査指  

針の政1仁内容の適切な理解がないまま、ト′l治休独ド】の考えんによって法に基づかな  

い指導監督を実施しているf∫】治体が多数兄受けられることは誠に遺憾である。介護  

サービス・軽業勘こ適l仁な法令遵ノ、一J：を求めるかぎり、介護サーーービス事業者に対する行  

政トハ閲㌧一においても法令に基づいて失地することは、Ⅰう然なところである。各部迫  

府り．㌔においては、あらたが）てこの碑＝訳文‖二の趣旨の理解に㌍めるとともに、管内車  
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町村にも再度周知いただき理解を促していただくようお願いする。  

また、指導監査指針に基づく指導監査要綱の策定・改正を行っていない自治体にお   

いては、速やかに策定・改正を行っていただくようお願いする。  

（2）指導監督体制の整備について  

指導監査指針の改正に伴う機動的な監督体制については、介護保険制度の内容を  

十分に理解した担当者による指導及び監査を行うよう監督体制の強化を図るととも   

に、指導監査に当たる人材の質を向上させる観点から、研修の強化に積極的に取り  

組まれたい。  

（3）指導監督業務の標準化について  

自治体が行う指導監督業務の標準化については、今国会で取り上げられたほか、  

「介護事業運営の適正化に関する有識者会議報告書」（平成19年12月3日）にお  

いて、「法令の規定を過度に厳格にとらえたり、介護報酬の返還のみの指導に偏って  

いたりするなど、各自治体や担当者ごとに判断にバラツキが見られるとの指摘もある  

ことから、監査指導業務の標準化を図る必要がある。」との報告を受けているところ  

である。また、社会保障審議会介護保険部会の意見 いド成20年2月6lり において  

も、制度の見直しに当たっては、「指導内容について過度なばらつきが生じないよう  

標準化に向けた措置を講じること。」とされているところである。  

国においては、各自治体の実地指導について業務の標準化を図る観点から、昨年2  

月に、実地指導のための基本的な知識や利用者の生活実態の把握、サービスの質の確  

認方法等について記した「介護保険施設等実地指導マニュアル」を作成し、各自治休  

に示したところであるが、未だその理解・周知が不十分なところも見受けられるので、  

このマニュアルの十分な理解と所用をお願いする。  

また、上記の意見等を踏まえ、今後国としても尖地指導以外についても、ガイドラ  

インの策定、研修会の実施など指導監督業務の標準化に資するん策について検討して  

いく予定であるので、ごア知されたい。  
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（4）行政処分等を行う場合の留意ノ・ご真について   

ア 指定の取消処分における情報提供の徹底及び関係自治体の連携の強化  

各自治体が行う監査において、指定の取消処分にかかる事案が確認された場合に  

は、介護サービス事業者の地域における事業展開によっては他の指定権者に影響が  

及ぶことも考えられ、その場合には当該自治体のみの問題にとどまらなくなること  

から、聴聞等の行政処分にかかる手続きを行う前に、当基あて必ず情報提供をいた  

だくようお願いする。  

また、対蘭こ、Ijたり行政処分を実施する自治体にあっては、処分を実施する前に、  

処分を行おうとする介護サービス事業者の事業展開地域の把握を的確に行い、関係  

自治体との十分な情報共有や緊密な連携のもとに対応されるようお願いするととも  

に、各都道府県においては、特に管内巾町村に対し、この点の周知をお願いする。  

イ 集団指導等における行政処分の要因分析の活用  

改善勧む、改善倫令、指定の効力の全部又は一部停止や指定の取消処分を行った   

場合には、これに至った要因の分析を各t′l治体において行い、その結果を集団指導   

等を通じて周知するなど不正発生の未然防山こ満川するようにされたい。  

ウ 改善勧てモテに関する情報提供   

改善勧告の内容において報酬返還を求めるなどの不適直な事例が見受けられてい  

ることから、〕当分の間、改＃勧告を尖施する前に情報提供をお願いするとともに、   

その結果については、その都度、当室あて情報提供をいただくようお願いする。  

（5）指導監督業務に係る各務負担の軽減について  

先般、社会保障審議会介護給付費分科会に設置された「介護サービス事業の実態把   

挺のためのワーキングチーム」がとりまとめた報告書「介護サービス事業の経営の安   

定化・効率化と介護三引勘考の処遇向L二を図るための今後の検討課題について」（平成   

19隼12′JjlOlり において、「実地指導・監査における見解や制度の運川に際し   

捉＝が求められる文書の様式が【三1治体ごとに異なることが、【拝業者にとって過重な事   

務イ細l．であるとの指摘がある∴夫地指導・監査を子J二う首の同町「生を担保する什組みや、  
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文書の様式を統一・・・簡素化等することにより、極力事業者の事務負担の増加を招かな  

い仕組みを検討する必要があるのではないか。」との報告がされたところである。   

指導監督業務については、先の指導監査指針の見直しにより、書面指導の廃止や本  

来の趣旨に基づかない事前提出資料による「主眼事項及び着眼点」を活用したチェッ   

ク型の実地指導の廃止などを行い、指導監督業務に係る介護サービス事業者の事務負  

担の軽減を図ったところであるので、制度改正の趣旨を踏まえ、適切に対応されたい。  

（6）営利法人の運営する介護サービス事業所に対する指導監査の実施について  

「経済財政改革に関する基本方針2007」いlそ成19年6月19日間議決定）に   

おいては、「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」を推進することとさ  

れ、同プログラムにおいて、介護サービス事業者に対する法令遵守を徹底させるため、   

「平成20年度から平成24年度までの5年間で営利法人の全ての介護サービス事業   

所に対し指導監査を実施」することとされたところである。  

ついては、この方針を踏まえた監査の基本的な実施方法については、以下に示す「基  

本的な実施方法」のとおりとし、各自治体においては、これを踏まえた5カ年の監査   

計画と単年度の実施計画を策定した上で、毎年、その監査結果についても、当室に報  

告いただくことと考えているので、ご協力願いたい。  

なお、「基本的な実施方法」の3に示す「自己点検シート」の具体的な内容につい  

ては、別途お示しする予定であるので、ご了知されたい。  

l  

l  l  

：（基本的な実施方法）  

1 介護保険法第5章の規程に基づく監査として実施する。  

‡2 各自治体における平成20年度から24年度までの5年間の監査計画に基づき三  
I  

I 

l  

l  

： 実施する。  
l  

1 

1  

1  

：3 実施にあたっては、「人員、設備及び運営基準」の状況について、 1該隼度の監：  
l  

l  

奄対象とする介護サービス事業所から「臼己点検シート」の提川を受け、内容点：                                                                                                                                                         l  

； 検を実施する。  
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：4 点検の結果、【‘卜甜勺に改善が図れる内容の場合以外については実地検査をする：  

など所要（7）行政上の対応を検討し実施する。  

2 介護サービス事業者に対する法令等遵守の徹底について   

先般2月6日の社会保障審議会介護保険部会において、 「介護事業運営の適1仁化に関   

する有識者会議報うt～苦」の内容がア承され、制度の見直しはこの方向に沿って進めるべ   

きであるとの意見があり、これを受け、介護サービス事業者に対する法令等遵守の管理   

体制整備の義務イ車ナや広域的に介護サービス事業を展開する介護サービス事業者の本部   

等に対する立入調査権の創設等を内容とする法案の提州を予定しているところである。  

立入調査権の創設等に什う介護サービス事業者の立入調査等に係る具体的実施方法に   

っいては、法律の成立を待って、↑後ガイドラインやマニュアルの策定等について検討   

していくこととしているのでご「知されたい。  

3 指導監督関係報缶について   

毎年、都道府県等から事業年度報告として掛1いただいている指導監査結果報告につ   

いては、本年度と同様の報告をお願いする予定である。   

また、平成20年度からは、指導監査結果報告と合わせて、各自治体の指導監督体制   

の状況についても、本年1ノjと同様の報告を定例的にお願いすることとしているので、  

ご了知されたい。  

4 平成20年度実地ヒアリングスケジュールについて   

厚生労働本省による自治体への実地ヒアリングの日程については、別途お示しする予   

定である。  
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介護保険指導室資料   



介護保険における監査結果の現状  
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（1）平成18年度の監査の実施状況  
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平成18年度の「改善勧告」のあった介護サービス事業所の内訳  

【サービス種別と法人種別による分類（事業所数）】  

法人種別  

＼  
営利法人  特定非営利活 動法人  医療法人  社会福祉法人  地方公共団体  その他   

合 計  

護   29   30   

浴介護  

護   
3  3   

rヽどリテーション  0   

養管理指導  

護   
7   8   

へどリテーション  2  2   

所生活介護  2  2   

所療養介護  2  2   

設入居者生活介護   13  13   

具貸与   2  2   

社用具販売   

護支援   3  5   

人福祉．施設  14  14   

人保健施設  5   6   

養型医療施設  0   

防訪問介護   3   4   

防訪問入浴介護  0   

防訪問看護   2  2   

防訪問リハビリテーション  0   

防居宅療養管理指導  0   

防通商介護   2   3   

防適所り／ヽどリテーション  2  2   

防短期入所生活介護  0   

防短期入所療養介護  

防特定施設入居者生活介護   了   

防福祉用具貸与   

護予防福祉用具販売   

防支援  0   

応型訪問介護  0   

対応型適所介護  0   

多機能型居宅介護  0   

対応型共同生活介護   9   2   4  16   

着型特定施設入居者生活介護  0   

着型介護老人福祉施設入所者生活  
0   

肪認知症対応型適所介護  0   

防小規模多機能型居宅介護  0   

防認知症対応型共同生活介護   2  2   了   

合 計   85   5   18   26   0   0   134   

＼ ＼   

訪問入浴介護  

訪問看護  

訪問リハビリテーション  

居宅療養管理編凛  

適所介護  

適所リハビリテーション  

短期入所生活介護  

短期入所療養介護  

特定施設入居者生活介護  

福祉用具貸与  

枯定福祉用具販売  

居宅介護支援  

介護老人福祉施設  

介護老人保健施設  

介護療養型医療施設  

介護予防訪問介護  

サ  
】  

ビ  

ス   介護予防訪問リハビリテーシ   
種  

別  介護予防居宅療養管理指導  

介護予防通商介護  

介護予防適所り／ヽどリテーシ  

介護予防短期入所生活介護  

介護予防短期入所療養介護  

介護予防特定施設入居者生  

介護予防福祉用具貸与  

特定介護予防福祉用具販売  

介護予防支援  

夜間対応型訪問介護  

認知症対応型適所介護  

小規模多機能型居宅介護  

認知症対応型共同生活介護  

地域密葡型特定施設入居者  

地域密着型介護老人福祉施  
介護  

介護予防認知症対応型適所  

介護予防小規模多機能型居  

合 計   
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平成18年度における「改善勧告」件数（都道府県・指定都市・中核市別）  

勧告件数  
都道府県名  

都道府県   市町村   

盟…．海  道  2  
目  青  森  

4  岩  手  県  

吉  城  県  19  口   
田   目  秋  

目   
山  形     口  

福  島  県  
目   

茨  城    口  

栃  本  日  3  群  馬  7  4   
4  埼  玉  県  

自  千  葉  
44  東  京  

目   2  奈 川  
坂  潟  目  

山   県  

石   川   県  
目  

ロ   井  
利   山    県  2  

長     県  

岐  阜  県   2   4   

同   県  
目   3  愛  知  
目  

重       口   
目  滋  賀  

京      府  

大  ＿阪  庶  
兵  庫   県   6  

自  奈  良  
ロ ． 山 県  

6   取   目  
島  根  県  

岡   山   県   
目  広  島  

口  自  山  

徳      県  

香  川   県   3  

愛  媛  県   
目  高  知  
日  

昌  同  
ヨ  佐  賀  

長  。  目    2   
熊      県  2  

目  大  分  
書  。  県    口   
鹿 児    県  4  

県  

都道府県合計   

縄  

111   20   

都市名   勧告件数   

札  幌  市  

台  仙  

さ い た ま 市  
千  葉  

崎  川  

横  浜  
新  

静  岡  
浜   公  

古 屋  
京  

阪   大    市  

市  

戸  

広  

北 九 州 市  

岡   
指定都市合計   

0   

塵  館  
川  旭  

圭  森  
田   秋    市  

山  市  
い    き 市  

宇   宮  
越   川    市  

船  橋  
横 須 賀  
相 模 原  

山  富  

金  沢   市   2   

長      市  

岐  阜  市  

豊   喬  市  

市  岡  。  
田  豊  

書  槻  市  

東 大‘阪 市  
姫  

太  良  
和 歌 山  

山  岡  

息…＿＿＿敷＿  市  

福  山   市  

下      市  

高  公  
山  松  

書  知  市  ロ   

長  。  市  
熊      市  

分   大    市  

宮  崎  市  

鹿 児 島 市  

由植市合計   3   

総合計   134  

※上記勧告件数の都道府県・市町村の欄は、都  
道府県及び管内の市町村が介護サービス事業  

所に対して改善勧告を行った件数である  
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平成18年度の「改善命令」のあった介護サービス事業所の内訳  

【サービス種別と法人種別による分類（事業所数）】  

法人種別  

営利法人  特定非営利活 動法人  医療法人  社会福祉法人  地方公共団体  その他   
合 計  

訪問介護   

訪問入浴介護  0  

訪問看護  0  

訪問リハビリテーーション  0  

居宅療養管理層導  0  

適所介護   

通商リハビリテーーション  0  

短期入所生活介護  0  

短期入所療養介護  0  

特定施設入居者生活介護  0  

福祉用具貸与  0  

特定福祉用具販売  0  

居宅介護支援   

介護老人福祉施設  0  

介護老人保健施設  

介護療養型医療施設  0  

介護予防訪問介護   

サ  0  
l  

ビ  0  

ス   0  
種  

別  0  

介護予防適所介護  0  

介護予防適所り′ヽどリテーション  0  

介護予防短期入所生活介護  0  

介護予防短期入所療養介護  0  

介護予防特定施設入居者生活介護  0  

介護予防福祉用具貸与  0  

特定介護予防福祉用具販売  0  

介護予防支援  0  

夜間対応型訪問介護  0  

認知症対応型領所介護  0  

小規模多機能型居宅介護  0  

認知症対応型共同生活介護   

地域密着型特定施設入居者生活介護  0  

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活  
介護  0  

介護予防認知症対応型適所介護  0  

介護予防小規模多機能型居宅介護  0  

0   

合 計  5   0   0   0   0   6   
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平成18年度における「改善命令」件数（都道府県・指定都市・中核市別）  

命令件数  

都道府県名     都道府県   
市町村   

北  

土  

手  岩  
白  患  城  

火  田  
目  山  形  

l＝】  

茨  城  
木  

′い  
日   増   玉     4  

干  葉  
東  京  都  口  

奈 川 県      好      日  

山  目  富  

石   川  県  

福  井  
山   梨   県  

長      県  

岐  阜  目  
日  

同  

愛  知   県  

重   県  

県  滋  賀  
京  都  府  

大  ＿阪  療  
兵  庫  
太  良  
口 歌 山 県  

鳥  取  目  

根   目  
山  自  岡  

目  
広  

山  口  県  
＝  

…        ＝  

香  川   県  
自  

愛  媛       口   
日  せ  知  

昌  岡  
賀  県  

長  。  
熊  本  県  

大   分  県  

宮  。  県  
目  鹿 児 島  

都道府県合計   5   

都市名   命令件数   

札  

仙   台  
さ い た ま  

市  千  

川  。  

浜  

月   岡  
浜  松  市  

古 屋  
．、  都  

大  阪  

神  戸  市  

広  

北 九 州  
福   岡   市  

指定都市合計   0   

函  館  
旭   川   市  

主  森  
秋  田   市  

山  郡  

い わ き  
宇 都 宮  
川  

船  橋  市  

横 須 賀  
原 市  

山  富  

金   沢   市  

長      市  

岐  阜  
豊  橋  市  

岡  崎  市  

田   市  

古  槻  
東 大 阪 市  

姫  路  市  

良  太  

ロ 歌 山 市  

山  岡  

倉  敷  市  

福   山   市  

下  関  市  

松  市  廿  

公   山  
知  高  

長  。  

熊  本  
大  分  

市  宮  。  
鹿 児 島 市  

中根市合計   0   

6  

※上記命令件数の都道府県・市町村の欄は、都  

道府県及び管内の市町村が介護サービス事業  
所に対して改善命令を行った件数である  
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平成18年度の「指定の全部又は一部停止」処分のあった介護サービス事業所の内訳  

【サービス種別と法人種別による分類（事業所数）】  

法人種別  

営利法人  特定非営利活 動法人  医療法人  社会福祉法人  地方公共団体  その他   
合 計  

訪問介護  

訪問入浴介護  0  

訪問看護  0  

訪問リハビリテーション  0  

居宅療養管理指導  0  

適所介護  

適所リハビリテーション  0  

短期入所生活介護  0  

0  

特定施設入居者生活介護  0  

福祉用具貸与  0  

特定福祉用具販売  0  

居宅介護支援  

介護老人福祉施設  0  

療養型医療施設  0  

介護予防訪問介護  0  

サ  0  
l  

ビ  0  

ス   
種  

別  0  

0  

介護予防適所り′   ヽどリテーション  0  

活介護  0  

養介護  0  

居着生活介護  0  

介護予防福祉用具貸与  0  

特定介護予防福祉用具販売  0  

介護予防支捷  0  

夜間対応型訪問介護  0  

認知症対応型適所介護  0  

小規模多機能型居宅介護  0  

認知症対応型共同生活介護  0  

地域密着型特定施設入居者生活介護  0  

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活  
介護  0  

介護予防認知症対応型適所介護  0  

介護予防小規模多機能型居宅介護  0  

0   

合 計  3   0   0   0   0   4   
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平成18年度における「指定の全部又は一部停止」処分の件数（都道府県・指定都市・中核市別）  

都市名   全部停止  一部停止   

札 幌 市  

仙 台 市  

さいたま市  
千 葉 市  

川 崎  
横 浜 市  

野    市  
日  岡  
浜  公  

古 屋  

京 都 市  

大 阪  
市  

神 戸  

広  

北 九 州  
福 岡 市  

指定都市合計   0   0   

函 館 市  

旭 川 市  

青 森  
火 田 市  
郡 山 市  

い わ き  
宇 都 宮 市  
川 越 市  

船 橋 市  

須 賀  

相 集 原  
富 山  
金 沢 市  

市  

岐 阜  
豊 橋  
岡 。  
豊 田  
寸 槻  
東 大  

姫 路  
奈 良  
ロ。 山  
岡 山  
倉 敷 市  

福 山 市  

下    市  

高 松  
松 山 市  

高 知 市  

長 。  
熊 本 市  

大 分 市  

宮 崎  
鹿 児 島 市  
中核市合計   0   0   

総合計   4   0  

都道府県名   
全部停止  一部停止  

都道府県  市町村  都道府県  市町村   

北 遍；二道  

立    県  
山 手 県  

宮 城 県  

＝≡   ＝  

山 形 日  

福    県  

茨 城 目  

木 目  
目 ′ll  

。 玉  目  

千    目  

東 京  口  

神奈 川 県          県  
目  

富 山  
石 川 県  

目  
福 井  
山 利  日  
長    日  

岐    目  

静 岡 目  

愛 知 日  

三 重 県  

滋 知  日  
京 都 府  

大    府  

丘 庫 県  

奈 良 県  
口 歌 山 県  

取 県  
根 県  

岡 山  目  
広    県  

山 口 県  

徳    目  

香 川 日  

愛 媛 県  
自  

高 知  
福 岡 県  

佐 賀 日  

長 。 目  2  
熊 本 県  口  

大 分 目  
目  

宮 崎  
鹿 児  目  

4   0   0   0   

※上記全部停止・一部停止件数の都道府県・市町村  
の欄は、都道府県及び管内の市町村が介護サービス  
事業所に対して全部停止・一部停止を行った件数であ  
る  
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